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(57)【要約】
【課題】複数のドップラーセンサーを近接して配置する
場合における相互の干渉の影響を高度に抑制しつつ、検
出対象物を高精度に検出する対象物検出装置を提供する
ことである。
【解決手段】検出対象物を検出しようとする領域に送信
波を送信する送信部と、検出対象物によって反射された
反射波を受信する受信部と、送信部によって送信された
送信波と、受信部によって受信された反射波と、に基づ
いて検出信号を生成する検出信号生成部と、検出信号か
ら検出対象物の動きまたは有無を判定する判定部と、送
信部が送信する送信波の周波数を所定の期間毎に変更す
る送信周波数変更手段と、を備え、判定部は、複数回の
前記期間の検出信号に基づいて検出対象物の動きまたは
有無を判定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出対象物を検出する対象物検出装置であって、
前記検出対象物を検出しようとする検出領域に送信波を送信する送信部と、
前記検出領域の前記検出対象物によって反射された反射波を受信する受信部と、
前記送信部によって送信された送信波と、前記受信部によって受信された反射波と、に基
づいて検出信号を生成する検出信号生成部と、
前記検出信号から前記検出対象物の動きまたは有無を判定する判定部と、
前記送信部が送信する前記送信波の周波数を所定の期間毎に変更する送信周波数変更手段
と、を備え、
前記判定部は、複数回の前記期間の前記検出信号に基づいて前記検出対象物の動きまたは
有無を判定することを特徴とする対象物検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の対象物検出装置において、前記検出信号はドップラー信号であって、
前記期間は前記対象物の移動速度に応じた期間とすることを特徴とする対象物検出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の対象物検出装置において、前記検出対象物の移動速度に応じたドップ
ラー信号の周期よりも前記期間が長いことを特徴とする移動体検出装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の対象物検出装置において、前記検出対象物の移動
速度が異なるものであって、前記送信周波数変更手段は各検知対象物に応じて前記期間を
変更することを特徴とする対象物検出装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の対象物検出装置において、前記判定部は、前記期
間毎に対象物の動きや有無を判別する判別手段と、前記判別手段の複数回の判別結果に基
づいて対象物の動きや有無を決定する決定手段を備えることを特徴とする対象物検出装置
。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の対象物検出装置において、
前記判定部は、乱数を発生させる乱数発生部を備え、
前記送信周波数変更手段は、前記送信波の周波数を前記乱数発生部が発生させた乱数に基
づいて設定される周波数に変更することを特徴とする対象物検出装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の対象物検出装置において、
前記送信部は、前記送信波を間欠的に送信することを特徴とする対象物検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ波等を利用した反射型センサーによる対象物検出に係り、特に複数
の反射型センサー同士の相互干渉ノイズの影響を排除するのに好適な反射型センサー装置
に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マイクロ波ドップラーセンサーを用いて人体や尿流を検出し、小便器のボール部
内を洗浄する小便器洗浄装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）。この種の小
便器洗浄装置は、赤外線によって人体検出などを行う小便器洗浄装置に比べ、マイクロ波
ドップラーセンサーを小便器内に配置することができる点で有効である。すなわち、マイ
クロ波が陶器を透過することができるという特性を利用して、マイクロ波ドップラーセン
サーを小便器の内側に隠すことができるため、小便器洗浄装置の美観を向上させることが
できるのである。
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【０００３】
　また、マイクロ波ドップラーセンサーを用いて尿流をより確実に検出することにより、
尿流を検出した後に小便器のボール部内を洗浄するようにすることによって、利用者が用
を足していないときに小便器の洗浄を行ってしまうことを防止することができる。
【０００４】
　しかし、各々がマイクロ波ドップラーセンサーを備える複数台の小便器が併設される公
衆トイレ等では、他のマイクロ波ドップラーセンサーが送信した送信波を受信して誤検出
する場合がある。このようなマイクロ波ドップラーセンサー間の干渉の結果、使用者が使
用しない小便器に洗浄水が流れるという問題が発生する。
【０００５】
　このような問題に対し、特許文献２は、マイクロ波ドップラーセンサーをパルス状に間
欠駆動してその周期をランダムに変更する方法を提示している。送信時期が他のマイクロ
波ドップラーセンサーと異なることで干渉ノイズの影響を低減できるというものである。
【０００６】
　さらに、特許文献３では、マイクロ波ドップラーセンサーの発振周波数を複数ランク設
け、一定時間毎にランダムに変更することを提示している。即ち、マイクロ波ドップラー
センサー信号に生じる電波干渉ノイズはマイクロ波ドップラーセンサー間の周波数の差の
周波数となるので、周波数ランクの周波数帯域幅を信号の周波数と比べて十分に大きく設
定すれば、他のマイクロ波ドップラーセンサーと同じ周波数ランクにならない限り周波数
フィルタ等で干渉の影響を排除できるので、影響する干渉ノイズが生じる確率を低くでき
る。特に、特許文献２で示された送信時期の分割（時分割）に比べて周波数の方がチャン
ネル数を多く設定できるので、干渉が問題となる確率が低くなり有効である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３７４０６９６号
【特許文献２】特開２００５－２６５６１５号
【特許文献３】特開２００９－８００７３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、周波数ランクを一定時間毎にランダムに変更するとはいえ、多数のマイクロ波
ドップラーセンサーが動作する環境では、あるタイミングで他のマイクロ波ドップラーセ
ンサーと同一周波数ランクとなって本来の信号と同一周波数帯域の電波干渉ノイズが発生
することは避けられない。よって、干渉ノイズが発生した場合に、この影響を除外する判
定システムが必要となる。
【０００９】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、複数の対象物検出装置が配置さ
れる場合でも対象物検出装置間の相互干渉による誤検出を防ぎながら精度良く検出対象物
を検出できるものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る対象物検出装置は、検出対象物を検出する対
象物検出装置であって、前記検出対象物を検出しようとする検出領域に送信波を送信する
送信部と、前記検出領域の前記検出対象物によって反射された反射波を受信する受信部と
、前記送信部によって送信された送信波と、前記受信部によって受信された反射波と、に
基づいて検出信号を生成する検出信号生成部と、前記検出信号から前記検出対象物の動き
または有無を判定する判定部と、前記送信部が送信する送信波の周波数を所定の期間毎に
変更する送信周波数変更手段と、を備え、前記判定部は、複数回の前記期間の前記検出信
号に基づいて前記検出対象物の動きまたは有無を判定することを特徴とする。
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【００１１】
　この対象物検出装置によれば、送信波の周波数が所定の期間毎に変更されることで他の
対象物検出装置の送信周波数と一致して干渉ノイズとなる可能性が低い上に、まれに単一
の期間では干渉ノイズが生じる場合でも複数回の期間の検出信号に基づいて対象物の有無
を判定することによって、相互干渉による誤検出を極めて少なくすることができる。
　尚、周波数を変更する期間は必ずしも常時一定である必要は無く、随時、変更されても
構わない。
【００１２】
　また、発振周波数を変更するとマイクロ波ドップラー信号波形の位相が変わり、発振周
波数を変更した時点を境として不連続な波形となるので、この不連続な波形をそのまま周
波数解析、或いは、波形解析すると誤った検出判定をする恐れがある。
【００１３】
　発振周波数を変更するとマイクロ波ドップラー信号波形の位相が変わる理由を図９に基
づいて以下に説明する。マイクロ波ドップラーセンサー４１の発振器４２で生成された送
信信号Ｓｉｇ１１が送信部４３から送信波Ｗ１として送信され、マイクロ波ドップラーセ
ンサー４１から距離Ｌの位置で速度Ｖで移動する検出対象物４６で反射した反射波Ｗ２は
受信部４４で受信されて受信信号Ｓｉｇ１２となる。この受信信号Ｓｉｇ１２と発振器４
２で生成された送信信号Ｓｉｇ１１の一部はミキサー４５で混合され、ドップラー信号Ｓ
ｉｇ１３となる。
【００１４】
　ここで、送信信号Ｓｉｇ１１の振幅をＡ、発振周波数をｆ、初期位相をφとすると、時
刻ｔの送信信号Ｓｉｇ１１（t）は式（１）で表される。
【００１５】
【数１】

【００１６】
　これに対して、距離Ｌの位置で速度Ｖで移動する検出対象物４６で反射した受信波Ｗ２
から生成される受信信号Ｓｉｇ１２（t）は振幅をa、光速をCとして式（２）で表される
。
【００１７】

【数２】

【００１８】
　ミキサー４５で受信信号Ｓｉｇ１２と送信信号Ｓｉｇ１１の一部が混合されると、両者
の積のうち、差の周波数成分であるドップラー信号Ｓｉｇ１３が式（３）のように得られ
る。式（３）において、Kがドップラー信号振幅、ｆdがドップラー信号周波数、θが位相
を表すことになる。
【００１９】

【数３】

【００２０】
　ここで、送信信号Ｓｉｇ１１の周波数ｆが図示しない送信周波数変更手段によってｆ１

からｆ２に変更されると、位相が式（４）で示すΔθだけ変化することになる。
【００２１】
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【数４】

【００２２】
　例えば、検出対象物４６までの距離Ｌが１ｍで、送信信号周波数が２４．０４ＧＨｚか
ら２４．００ＧＨｚに変更される場合は、ｆ１－ｆ２は４０ＭＨｚで，Δθは９６°とな
る。波形例を示すと図１０のようになって、周波数が変更される時点ｔｃを境として波形
が不連続となることが分かる。本来、ドップラー信号の周波数は検出物体の速度に比例す
るので信号波形を周波数解析することで検出物体の動き方を把握できるものであるが、こ
のように不連続な波形は送信信号周波数が変更される前後で検出物体の移動速度とは無関
係な波形となるのでこの部分を含めて周波数解析、或いは、波形解析すると誤った検出判
定をする恐れがある。
【００２３】
　そこで、本発明の請求項２に係る対象物検出装置によれば、前記検出信号はドップラー
信号であって、前記期間は前記対象物の移動速度に応じた期間とすることを特徴とする。
【００２４】
　周波数変更の前後でドップラー信号が不連続な波形となる為、周波数変更時点を跨いで
周波数解析を行うと判定を誤る可能性があるが、この好ましい態様では、検出対象の移動
速度で決まるドップラー信号の周期に応じて周波数変更期間が設定されるので、周波数変
更時点の信号を使わずに妥当な検知判定ができるようになる。
【００２５】
　さらに、本発明の請求項３に係る対象物検出装置によれば、前記検出対象物の移動速度
に応じたドップラー信号の周期よりも前記期間が長いことを特徴とする。
【００２６】
　周波数変更の前後でドップラー信号が不連続な波形となる為、周波数変更時点を跨いで
周波数解析を行うと判定を誤る可能性があるが、この好ましい態様では、検出対象の移動
速度に応じたドップラー信号の周期よりも周波数変更期間を長くすることによって、一つ
の期間のなかで少なくとも一周期のドップラー信号波形が得られるので、この区間内では
ドップラー信号の周波数を正しく求めることできる。また、振幅値についても同様に一つ
の期間のなかで少なくとも一周期のドップラー信号波形が得られるので、この区間内では
ドップラー信号の振幅値を正しく求めることできる。以上のことから、適切に検出判定が
できることになる。
【００２７】
　また、本発明の請求項４に係る対象物検出装置によれば、前記検出対象物の移動速度が
異なるものであって、前記送信周波数変更手段は各検知対象物に応じて前記期間を変更す
ることを特徴とする。
【００２８】
　同一の対象物検出装置で、人と尿流のように移動速度が異なる対象を検出することがあ
る。そのような場合においても、最良の条件で検出判定することが望ましい。対象物の検
出にかける時間（検出判定時間）は、対象物の移動に伴う検出信号が得られる時間や、対
象物検出装置に要求される応答性から制約される。ここで、周波数変更期間を短くすると
、検出判定時間内での周波数変更回数が多くなって電波干渉での誤検出を少なくできる一
方で、周波数変更期間内で得られる検出信号の情報が少なくなる。この好ましい態様では
、検出しようとする対象物の移動速度に応じて前記期間を切替えるので、対象物の検出精
度と電波干渉の防止を良いバランスで達成することが可能となる。
【００２９】
　また、本発明の請求項５に係る対象物検出装置によれば、前記判定部は、前記期間毎に
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対象物の動きや有無を判別する判別手段と、前記判別手段の複数回の判別結果に基づいて
対象物の動きや有無を決定する決定手段を備えることを特徴とする。
【００３０】
　この好ましい態様では、判別手段において周波数切替え期間毎に対象物の動きや有無を
判別することによって周波数切替えの前後で検出信号が不連続な波形となる問題を回避し
、さらに決定手段において複数回の判別結果に基づいて対象物の動きや有無を決定するこ
とによって、まれに単一の周波数切替え期間では干渉ノイズが生じる場合でも電波干渉に
よる誤検出を無くすことができる。
【００３１】
　また、本発明の請求項６に係る対象物検出装置によれば、判定部は、乱数を発生させる
乱数発生部を備え、前記送信周波数変更手段は、送信部が送信する電波の周波数を前記乱
数発生部が発生させた乱数に基づいて設定される周波数に変更することを特徴とする。
【００３２】
　この好ましい態様では、送信波の周波数が、乱数発生部が生成した乱数に基づいてラン
ダムに所定の周波数切替え期間毎に変更されることにより、複数の周波数切替え期間で連
続的に他の対象物検出装置の送信波の周波数と一致して干渉ノイズとなる可能性を簡単な
構成で低くすることができる。
【００３３】
　また、本発明の請求項７に係る対象物検出装置によれば、前記判定部は、前記送信波を
間欠的に送信させることを特徴とする。
【００３４】
　この好ましい態様では、送信波の周波数のみならず、送信タイミングも他の対象物検出
装置と異なる可能性が高くなるので、電波干渉の影響を更に小さくできる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明に係る対象物検出装置によれば、複数の対象物検出装置が配置される場合でも対
象物検出装置間の相互干渉による誤検出を防ぎながら精度良く検出対象物を検出できると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施の形態である小便器洗浄装置の全体構成図である。
【図２】図１に示す小便器洗浄装置における判定制御部の概略構成図である。
【図３】発振回路が生成する送信信号の周波数の時間推移を示す図である。
【図４】人体第一判定手段での処理を示すフローチャートである。
【図５】人体第一判定手段での頂点検出処理を説明する為の波形図である。
【図６】人体第二判定手段での人体を検出する一例を示す図である。
【図７】人体第二判定手段で人体検出判定しない一例を示す図である。
【図８】人体第二判定手段での人体検出の判定処理を示すフローチャートである。
【図９】発振周波数を変更するとマイクロ波ドップラー信号波形の位相が変わる理由を説
明する為の構成図である。
【図１０】発振周波数を変更した場合の波形の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態においては、対象物
検出装置のうち、マイクロ波ドップラーセンサーを用いて人体検出や尿流検出を行う小便
器洗浄装置に関して説明する。図１は本発明の実施形態における小便器洗浄装置の全体構
成図、図２は小便器洗浄装置の判定制御部６の概略構成図である。
【００３８】
　図１に示すように、本実施形態における小便器洗浄装置は、小便器１と、ボール部２と
、給水路３の中途部に設けられ、小便器１のボール部２内へ洗浄水を供給する給水バルブ
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４（水供給手段）と、小便器１のボール部２に向けて電波を送信し、その反射波を受信し
てドップラー信号を生成するマイクロ波ドップラーセンサー５（信号生成手段）と、この
マイクロ波ドップラーセンサー５から出力されるドップラー信号に基づいて人体検出や尿
流検出を行い、この人体検出や尿流検出の結果に応じて給水バルブ４を制御し、ボール部
２内に洗浄水を供給する判定制御部６と、を有している。なお、給水バルブ４は、電磁弁
などから構成される。
【００３９】
　マイクロ波ドップラーセンサー５は、小便器１の上部に配置され、ボール部２を含む斜
め下前方に向けて電波を放射して送信し、この電波の反射波を受信するものである。マイ
クロ波ドップラーセンサー５は、小便器１のボール部２に尿が流れたこと（尿流）のほか
、小便器１に人体が近づいてきたこと（人体接近）や小便器から人体が遠ざかったこと（
人体離反）を検出するために用いられるものであり、図２に示すように構成されている。
【００４０】
　マイクロ波ドップラーセンサー５は、小便器１の上部からボール部２に向けて電波を送
信するために送信信号Ｓｉｇ３を生成する発振回路１０と、発振回路１０から出力される
送信信号Ｓｉｇ３をマイクロ波として送信する送信手段１１と、送信手段１１から送信さ
れたマイクロ波が検出対象物によって反射され、その反射波を受信して電気信号に変換し
た受信信号Ｓｉｇ５を出力する受信手段１２と、送信信号Ｓｉｇ３の周波数と受信信号Ｓ
ｉｇ５の周波数との差分信号であるドップラー信号Ｓｉｇ６を出力する差分検出手段１３
と、ドップラー信号Ｓｉｇ６を増幅する増幅手段１４から構成される。
【００４１】
　発振回路１０では、水晶発振子等を用いた原発振器１５の発振信号Ｓｉｇ１を分周器１
６で分周した信号Ｓｉｇ２と、発振回路１０の出力信号Ｓｉｇ３を分周器１８で分周した
信号Ｓｉｇ４が同位相となるようにＰＬＬ回路１７で制御される。
【００４２】
　判定制御部６では送信周波数切替え制御手段２１が生成するトリガ信号を元に乱数発生
器２２を起動し、乱数を生成する。送信周波数変更手段２３は、２４．１ＧＨｚから２４
．２ＧＨｚの範囲で乱数に対応付けられた周波数に送信信号Ｓｉｇ３の周波数を変更する
。具体的には、送信周波数変更手段２３は、乱数発生器２２の出力値に応じて分周器１６
と分周器１８の分周数をそれぞれ設定する。二つの分周器の分周数に応じて発振器１０が
出力する周波数が変更される。
【００４３】
　このマイクロ波ドップラーセンサー５は、ドップラー効果を利用して以下の式（５）に
基づいて検出対象物の動きを検出するために用いられるものである。
【００４４】
【数５】

【００４５】
　すなわち、送信手段１１から送信された周波数Ｆｓのマイクロ波は、速度νで移動して
いる検出対象物に反射する。この反射波は、相対運動による周波数シフトを受けているた
めその周波数はＦｂとなり、受信手段１２によって受信される。そして、差分検出手段１
３によって、送信波と反射波の周波数差ΔＦであるドップラー信号Ｓｉｇ６が検出信号と
して取り出され、このドップラー信号Ｓｉｇ６に基づいて、人体検出（人体接近検出や人
体離反検出）及び尿流検出が行われる。
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【００４６】
　ここで、本実施形態においては、人体として検出するためのドップラー信号を１１５（
Ｈｚ）以下とし、尿流として検出するためのドップラー信号を２２５～４２０（Ｈｚ）と
している。なお、１１５（Ｈｚ）以下のドップラー信号は、検出対象物の速度νが約０．
７（ｍ／ｓ）以下の速度であるときにマイクロ波ドップラーセンサー７から出力され、２
２５～４２０（Ｈｚ）のドップラー信号は、検出対象物の速度νが約１．４～２．６（ｍ
／ｓ）の速度のときにマイクロ波ドップラーセンサー５から出力されるものである。
【００４７】
　判定制御部６はセンサー駆動手段２９により1ｍｓの周期で１００μｓの期間、ドップ
ラーセンサー７を駆動する。こうすることによって送信手段１１から間欠的に送信波が送
信されるので電波干渉の発生する頻度を低減することが可能になる。
【００４８】
　判定制御部６は、センサー駆動手段２９によるドップラーセンサー５の駆動タイミング
に連動してＡ／Ｄコンバータ３０を起動し、ドップラーセンサー５の駆動中の出力信号を
デジタル値に変換する。
【００４９】
　判定制御部６は、このデジタル値に基づいて、人体第一判定手段２４及び人体第二判定
手段２５において人体接近検出判定を行う。使用者が小便器１に近づき、人体接近が検出
されると洗浄制御手段２６は、給水バルブ４を制御してボール部２内に所定量の洗浄水を
供給する。同様に、尿流第一判定手段２７及び尿流第二判定手段２８において尿流検出判
定を行う。尿流が検出され、その後使用者が立ち去ると、人体第一判定手段２４及び人体
第二判定手段２５において人体離反が検出される。このように尿流検出後、人体離反検出
が行われると洗浄制御手段２６は、給水バルブ４を制御してボール部２内に所定量の洗浄
水を供給して、小便器１の洗浄を行う。
【００５０】
　マイクロ波ドップラーセンサー５は、隣接する他の小便器に設けられたマイクロ波ドッ
プラーセンサーとの相互電波干渉を防止する必要がある。図３は、発振回路１０が生成す
る送信信号の周波数ｆの時間推移を示す図である。送信信号の周波数ｆは周波数変更期間
（Ｔｃ）毎に変更される。周波数のチャンネルは周波数帯域２４．１ＧＨｚから２４．２
ＧＨｚまでを等間隔に分割して設定されている。  
【００５１】
　本実施例の発振回路１０は、送信信号Ｓｉｇ３の周波数帯域を５００Ｈｚ以上の周波数
偏差Δｆで等間隔に分割した複数の周波数を生成可能である。上述のように、人体や尿の
検出に必要な周波数は５００Ｈｚ以下であるので周波数偏差Δｆをそれ以上に設定すれば
チャンネルの異なる複数のマイクロ波ドップラーセンサー間の相互電波干渉で生じる干渉
ノイズは５００Ｈｚ以上となりドップラー信号波形の周波数を求めることによって人体や
尿の信号と区別できる。仮に余裕を取って周波数偏差を２ｋＨｚに設定すると２４．１Ｇ
Ｈｚから２４．２ＧＨｚの１００ＭＨｚの周波数帯域のなかに５００００チャンネルを設
定できることになる。
【００５２】
　チャンネル数が多いとは言え、周波数変更期間（Ｔｃ）毎に送信周波数が切替えられる
ので、いずれは他のドップラーセンサーと周波数チャンネルが一致し、干渉ノイズが生じ
る。干渉ノイズで誤検出しないようにする為の判定制御部６での検出判定について人体検
出を例にとって以下に説明する。
【００５３】
　送信周波数変更手段２３は周波数を変更するタイミングでトリガ信号を出力する。人体
第一判定手段２４ではこのトリガ信号をもとに周波数変更期間を認識し、周波数変更期間
（Ｔｃ）内で以下の検出判定を行う。
【００５４】
　Ａ／Ｄコンバータ３０はマイクロ波ドップラーセンサー５の間欠的な駆動と連動して１
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ｍｓの周期でマイクロ波ドップラーセンサー５の出力信号のデジタルサンプリング値（Ａ
/Ｄ値）を得る。人体第一判定手段２４はその都度図４のフローチャートに示す処理を行
う。先ず、送信周波数変更手段２３からトリガ信号を受けてから、即ち、送信周波数が変
更されてからの経過時間を数える為のカウンターＣを１つ増やす（Ｓ１）。次に、波形の
頂点を検出する処理を行う（Ｓ２）。具体的には、数値が上昇から下降に転じた点を上側
の頂点、一方、数値が下降から上昇に転じた点を下側の頂点として検知することができる
。頂点を検出した場合（Ｓ３でｙ）は、頂点のＡ/Ｄ値とカウンター値を記憶しておく（
Ｓ４）。図５に示す波形例において、カウンター値の３とその時点のＡ/Ｄ値のＶ（３）
と９とその時点のＡ/Ｄ値のＶ（９）が上側の頂点、カウンター値の６とその時点のＡ/Ｄ
値のＶ（６）が下側の頂点として検知され、これらの値が記憶される。
【００５５】
　続いて、送信周波数変更手段２３のトリガ信号を受けたかを確認し、受けていない場合
（Ｓ５でｎ）は処理を終了する。一方、トリガ信号を受けた場合（Ｓ５でｙ）は、この時
点で送信周波数が変更されることになるので、これまで検出して記憶した頂点データを元
にこの周波数変更期間での人体の有無を判定する。具体的には、記憶されている全ての頂
点のデータについてＡ/Ｄ値の差分の絶対値を振幅値として順次算出し、さらに算出した
振幅値の平均値を算出する（Ｓ６）。図５に示す波形例においては、｜Ｖ（６）－Ｖ（３
）｜、｜Ｖ（９）－Ｖ（６）｜が振幅値として算出され、それらの平均値が求められるこ
とになる。続いて、記憶されている全ての頂点のデータについてカウンター値の差分を１
周期の半分の時間である半周期として順次算出し、さらに算出した半周期の平均値を算出
する（Ｓ７）。
　図８に示す波形例においては、６－３＝３、９―６＝３が半周期として算出され、それ
らの平均値が求められることになる。
【００５６】
　続いて、振幅の平均値が閾値Ａよりも大きく（Ｓ８でｙ）、半周期の閾値が４msより長
く３３ｍｓよりも短い場合（Ｓ９でｙ）に、人体第一判定手段の判定結果として人体検出
判定したことを記憶する（Ｓ１０）。一方、振幅の平均値が閾値Ａ以下の場合（Ｓ８でｎ
）と、半周期の閾値が４ms以下、又は３３ｍｓ以上の場合（Ｓ９でｎ）、人体第一判定手
段の判定結果として人体非検出判定したことを記憶する（Ｓ１１）。
【００５７】
　次に、人体第二判定要求フラグを１にセットし（Ｓ１２）、人体第二判定手段２５で送
信周波数変更期間毎に実質的な判定処理が為されるようにする。最後に、次回の周波数変
更期間での検出判定処理の為、記憶しているカウンター値を０に初期化し（Ｓ１３）、頂
点のカウンター値とＡ／Ｄ値を消去（Ｓ１４）して処理を終了する。
【００５８】
　周波数変更期間（Ｔｃ）は人体接近時に得られるドップラー信号の周期より長い時間に
設定することが望ましい。使用者がゆっくりと小便器に近づいた場合に周波数が低くなり
、信号周期は長くなる。本実施例においてはゆっくりと小便器に接近する時でも少なくと
も１５Ｈz以上の波形が得られるので１周期としては長くとも６７msということになる。
よって周波数変更期間（ｔｃ）は６７ｍｓ以上に設定する必要があるが、本実施例では半
周期の平均値の算出に用いるデータ数を多くして検出精度を高める為、２００ｍｓに設定
する。
【００５９】
　以上で説明した人体第一判定手段２４では周波数変更期間（Ｔc）の中で判定しており
、送信周波数切り替えタイミングで生じる波形の不連続部は無関係となる。
　尚、信号周波数は式５に示したとおり送信周波数と比例するものであり、上述した６７
ｍｓは本実施例の送信周波数が２４ＧＨz帯の場合の適正値であって、送信周波数帯が異
なる場合にはそれに応じて求められる値に設定する。
【００６０】
　人体第二判定手段２５では連続する３回の周波数切替え期間において、人体第一定手段
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２４が人体を検出判定した場合に、人体を検出する。
　図６は、人体第二判定手段での人体を検出する例を示す図である。図６に示すように、
連続する３回以上の周波数切替え周期にかけて人体第一定手段２４が検出判定した場合に
人体検出が行われる。一方、図７に示すように、１つの周波数変更期間のみ人体第一定手
段が検出判定した場合、人体検出判定は行われない。
【００６１】
　ここで、人体第二判定手段２５での人体検出の判定処理を、図８のフローチャートを用
いて具体的に説明する。  
【００６２】
　この処理は、１ｍｓの周期で人体第一判定処理に引き続いて行われる。先ず、人体第二
判定処理要求フラグが１かどうかを確認し、１でない場合（Ｓ１でｎ）、処理を終了する
。一方、人体第二判定処理要求フラグが１の場合（Ｓ１でｙ）、人体第一判定手段２４に
おいて人体検出判定した場合（Ｓ２でｙ）は、検出カウンターＮを１つ増やす（Ｓ３）。
この結果、検出カウンターＮが３以上となったとき（Ｓ４でｙ）、人体検出、すなわち人
体があると判定（Ｓ５）して処理を終了する。検出カウンターＮが３未満の場合（Ｓ４で
ｎ）、人体非検出と判定し（Ｓ７）、処理を終了する。  人体第一判定手段２４において
人体検出判定しなかった場合（Ｓ２でｎ）は、検出カウンターＮを０にして（Ｓ６）、人
体非検出と判定し（Ｓ７）、処理を終了する。
【００６３】
　以上は人体の検出に関して説明したが、尿流の検出についても同様の手順で行われる。
周波数変更期間（Ｔｃ）については人体の信号よりも尿流の信号の方が周波数が高いので
、人体検出の場合と同じ時間に設定しておけば尿流の検出には十分な時間と言えるが、電
波干渉の影響を更に小さくする為に尿流を検出対象とする場合には周波数変更期間（Ｔｃ
）を短く変更するようにしても良い。
【００６４】
　例えば、人体第二判定手段において、人体が検出されると、周波数変更期間（Ｔｃ）を
それまでの２００ｍｓから２０ｍｓに変更する。こうすることで、尿流の周波数は２２５
～４２０（Ｈｚ）（半周期は（２．３から１．２ｍｓ）と想定しているので検出可能であ
るとともに、同一の時間の中で電波干渉が生じる確率をさらに低くすることが可能となる
。そして、尿流を検出した後に２ｓ経過した時点で再度周波数変更期間（Ｔｃ）を２００
ｍｓに変更することで人体離反を検出できるようになる。
【００６５】
　また、本実施形態では送信周波数変更手段２３は乱数発生器２２の生成する乱数に基づ
いて周波数を設定したが、これに限るものではなく、予めセンサー毎に周波数値列データ
を記憶させて置き、このデータを順に参照して周波数を変更するようにしても良い。記憶
させるデータ列をセンサー毎に異ならせることによって連続して干渉が続くことは無い。
【００６６】
　また、本実施形態においては、小便器洗浄装置について説明したが、これに限られるも
のではなく、洋式便器洗浄装置や自動水栓装置などであってもよい。
【００６７】
　以上のようにして複数回の周波数変更期間（Ｔｃ）の検出信号を元に移動物体の検出判
定を行うことによって、複数のセンサーが近接して配置される場合においても、単純な構
成で、誤検出することなく正確に検出対象物を検出することが可能となる。
【００６８】
　本発明によれば、判定制御部において、送信手段から送信される送信波の周波数が周波
数変更期間毎に変更されるので、他のセンサーと送信周波数が一致して干渉ノイズとなる
可能性が低い。さらに、複数回の周波数変更期間の検出信号に基づいて対象物の検出判定
が為されるので、単一の期間で検出判定するのに比べて電波干渉による誤検出の発生頻度
を極めて少なくすることができる。
【００６９】
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　この好ましい態様では、検出対象の移動速度で決まるドップラー信号の周期に応じて周
波数変更期間が設定されるので、周波数変更時点の不連続な信号波形を使わずに妥当な検
知判定ができるようになる。
【００７０】
　この好ましい態様では、検出対象の移動速度に応じたドップラー信号の周期よりも周波
数変更期間を長くすることによって、一つの期間のなかで少なくとも一周期のドップラー
信号波形が得られるので、この区間内ではドップラー信号の周波数を正しく求めることで
きる。また、振幅値についても同様に一つの期間のなかで少なくとも一周期のドップラー
信号波形が得られるので、この区間内ではドップラー信号の振幅値を正しく求めることで
きる。以上のことから、適切に検出判定ができることになる。
【００７１】
　この好ましい態様では、人と尿流のように移動速度が異なる対象を検出する場合におい
て、対象物の移動速度に応じて周波数変更期間を切替えるので、対象物の検出精度と電波
干渉の防止を良いバランスで達成することが可能となる。
【００７２】
　この好ましい態様では、先ず、周波数切替え期間毎に対象物の動きや有無を判別するこ
とによって周波数切替えの前後でドップラー信号が不連続な波形となる問題を回避し、さ
らに、決定手段において複数回の判別結果に基づいて対象物の動きや有無を決定すること
によって、まれに単一の周波数切替え期間では干渉ノイズが生じる場合でも電波干渉によ
る誤検出を無くすことができる。
【００７３】
　この好ましい態様では、送信波の周波数が、乱数発生部が生成した乱数に基づいてラン
ダムに所定の周波数切替え期間毎に変更されることにより、複数の周波数切替え期間で連
続的に他の対象物検出装置の送信波の周波数と一致して干渉ノイズとなる可能性を簡単な
構成で低くすることができる。
【００７４】
　この好ましい態様では、送信波を間欠的に送信させることにより、送信波の周波数のみ
ならず、送信タイミングも他の対象物検出装置と異なる可能性が高くなるので、電波干渉
の影響を更に小さくできる。
【符号の説明】
【００７５】
　　　１：小便器
　　　２：ボール部
　　　３：給水路
　　　４：給水バルブ
　　　５：マイクロ波ドップラーセンサー
　　　６：判定制御部
　　　１０：発振回路
　　　１１：送信手段
　　　１２：受信手段
　　　１３：差分検出手段
　　　１４：増幅手段
　　　１５：原発振器
　　　１６：分周期
　　　１７：ＰＬＬ回路
　　　１８：分周期
　　　２１：送信周波数切替え制御手段
　　　２２：乱数発生器
　　　２３：送信周波数変更手段
　　　２４：人体第一判定手段
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　　　２５：人体第二判定手段
　　　２６：洗浄制御手段
　　　２７：尿流第一判定手段
　　　２８：尿流第二判定手段
　　　２９：センサー駆動手段
　　　３０：Ａ／Ｄコンバータ
　　　４１：マイクロ波ドップラーセンサー
　　　４２：発振器
　　　４３：送信部
　　　４４：受信部
　　　４５：ミキサー
　　　４６：検出対象物

【図１】 【図２】

【図３】
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